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令和６年第４回杵築市議会定例会に提出いたしました追加議案等に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 
 

はじめに、議案第８９号 令和６年度杵築市一般会計補正予算（第

９号）について、説明を申し上げます。 
今回の補正は、台風１０号に係る災害復旧関係予算が主なもので、

議会費、総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、

消防費、教育費、災害復旧費において、３億４，７７２万７千円を追

加補正し、補正後の予算の総額を２０１億７，７１０万８千円としま

した。 
主な補正の概要を、歳出から款を追って、説明を申し上げます。 
まず、各款にわたって、大分県人事委員会勧告に準じた給与の改定

等に伴う経費３，７６０万９千円を計上しました。 
消防費では、杵築市職員の給与改定に準じた杵築速見消防組合人件

費の負担金１，４９１万１千円を計上しました。 
 災害復旧費では、台風１０号で被災した道路、河川等の災害復旧に

要する経費２億９，３２０万円を計上しました。 
また、公共土木災害復旧事業については、年度内の完成が困難とな

ることから、令和７年度へ繰り越して実施するため、繰越明許費の設

定を行いました。 
 以上、歳出について申し上げましたが、その財源は、国庫支出金、

繰入金、市債です。 
  

次に、議案第９０号 令和６年度杵築市介護保険特別会計補正予算

（第３号）については、大分県人事委員会勧告に準じた人件費２０万

５千円を計上しました。 
 

次に、議案第９１号 令和６年度杵築市水道事業会計補正予算（第
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２号）については、大分県人事委員会勧告に準じた人件費１４６万７

千円を計上しました。 
 
次に、議案第９２号 令和６年度杵築市下水道事業会計補正予算（ 

第３号）については、大分県人事委員会勧告に準じた人件費３７５万

１千円を計上しました。 
 

次に、議案第９３号 杵築市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部改正については、大分県が県議会議員の期末手当を

引き上げたことに準じ、本市の議会議員の期末手当も引き上げるため、

所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第９４号 杵築市特別職の職員の給与等に関する条例の

一部改正については、大分県が県特別職の職員の期末手当を引き上げ

たことに準じ、本市の特別職の期末手当も引き上げるため、所要の改

正を行うものです。 
 

次に、議案第９５号 杵築市職員の給与に関する条例及び杵築市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、令和

６年大分県人事委員会勧告等を基に、一般職及び任期付職員の給料月

額や期末勤勉手当を引き上げたことに伴い、本市においても県に準じ、

所要の改正を行うものです。 
 
次に、報告第２６号 専決処分の報告については、本市が管理する

市道で発生した物損事故の道路損害賠償責任に関する示談について、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分しましたので、同

条第２項の規定により議会に報告するものです。 
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何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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